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１．事業目的 

特定健康診査（以下、特定健診）の受診率向上のため、現在、市町村国保では、未受

診者への受診勧奨通知等を行っていますが、本県における受診率は令和５年度で 51.6％

と国の目標の 60％と比較し低い状況にあります。 

特に、医療機関に通院中の方は、医療機関で健康状態を把握してもらっているため、

特定健診の受診率が低い傾向にあります。 

そのため、医療機関受診者で特定健診を受診していない被保険者を対象に、医師会や

医療機関と連携した取り組みにより特定健診受診率を向上させ、更なる被保険者の健康

保持・増進に資することを目的として行う事業です。 

 

２．事業概要 

●医師からの受診勧奨 

   特定健診未受診者の方へ医師から受診勧奨を実施します。 

 ●診療情報提供（みなし健診） 

   医療機関に通院中の特定健診未受診者から同意を得て、「情報提供票」に診療情報 

を記載し、山形県国民健康保険団体連合会に提供をします。 

   対象者は、通院中の医療機関での診療における検査結果が特定健診の基本健診項目 

を満たす方になります。 

   情報提供票を作成・提出いただいた医療機関には情報提供料が支払われます。

  【事業のイメージ図】 
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【事業開始前】

事業概要の説明（地区医師会へは市町村
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市町村参画１年目は県から管轄医療機関へ協力依頼
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【事業開始前】

市町村参画２年目以降は市町村から管轄医療機関へ協力依頼

【事業開始前】

事業概要の説明（地区医師会へは市町村

参画２年目以降は市町村が実施）
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事業への協力依頼文送付

（地区医師会 → 医療機関）
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３．事務処理対応方法  ※①～⑤が参加医療機関対応内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

①情報提供票・質問票の持参有無及び医療保険資格確認 

③質問票の記入確認 

⑤情報提供票等の提出【毎月10日まで】 

情報提供料支払【提出月の翌月末日】 

②特定健診の受診状況を口頭確認 

④情報提供の同意確認及び 

情報提供票等の作成 

 

特定健診未受

診者対策事業

の対象となり

ません 

未受診 受診済 

内容確認・費用決済 

持参あり・資格あり 持参なし・資格あり 

②特定健診の受診状況を口頭確認 

未受診 

受診案内チラシ配布 

情報提供事業 受診勧奨事業 
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①情報提供票・質問票の持参有無及び医療保険資格確認 

情報提供票・質問票を被保険者が持参します。 

保険証かマイナ保険証で医療保険資格を確認し、国保の資格期間外である場合、当事業

の対象外になります。 

 

②特定健診の受診状況を口頭確認 

 特定健診を受診していないか確認してください（受診予定も含む）。 

特定健診未受診者に情報提供票・質問票が発行されますが、発行後に特定健診を受診し

ている場合があります。 

 

③質問票の記入確認 

 受診者が事前に記入し持参されますので、記入漏れがないか確認してください。 

 

④情報提供の同意確認及び情報提供票等の作成 

 受診者へ情報提供の同意確認及び情報提供票の同意欄へご署名いただくよう対応のほど

お願いします。 

 〇情報提供票請求総括票（見本は５ページ目になります） 

〇情報提供票送付書（見本は６ページ目になります） 

〇情報提供票・質問票（見本は７～８ページ目になります） 

上記３種類を作成し、最後に記入漏れがないか確認してください。 

※詳しくは５～８ページ目の「各様式の記載方法」をご覧ください。 

 

⑤情報提供票等の提出 

 情報提供票請求総括票及び情報提供票送付書、情報提供票・質問票を毎月１回取りまと

めて提出してください。レセプト等と合わせて封入せず、単独で提出いただくようお願

いいたします。 

【提出先】 

山形県国民健康保険団体連合会 事業推進課保健事業係 

（〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地） 

【提出期限】 

毎月10日まで 

※令和７年度分は、令和８年２月10日までにご提出ください。 

 ※提出物のイメージ 

 

 

 

 

 

保険者ごとに送付書と

情報提供票でクリップ

をし、最後に総括表と

合わせてまとめてクリ

ップをお願いします。 

情報提供事業 

請求総括票及び送付書は山形県

のＨＰからダウンロード可能。 

ＨＰトップ ➡ 健康・福祉・子

育て ➡ 医療 ➡ 医療保険 ➡ 

山形県国民健康保険特定健診未

受診者対策事業（みなし健診） 
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●情報提供料支払 

 情報提供料を提出月の翌月末日までに診療報酬振込先として届出されている口座に振り

込みます。 

◎情報提供料 

1件当たり2,750 円（消費税込み） 

 

 

 

①情報提供票・質問票の持参有無及び医療保険資格確認 

情報提供票・質問票の持参はありません。 

保険証かマイナ保険証で医療保険資格を確認し、国保の資格期間外である場合、当事業

の対象外になります。 

 

②特定健診の受診状況を口頭確認 

 特定健診の受診状況を確認してください。 

受診していなければ受診案内チラシの配布をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．問合せ先 

  

【請求支払や情報提供票内容】 

山形県国民健康保険団体連合会 事業推進課保健事業係 

TEL  0237（87）8002 

 

【その他】 

  山形県健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課 

  TEL  023（630）3418 

受診勧奨事業 
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【各様式の記載方法】 

 

 

 

  

情報提供票請求総括票の見本 

・保険者ごとの件数を記入してください。 

・記入は、鉛筆以外（ボールペン等で消えないインクのもの）でお願いします。 

・件数には、情報提供票・質問票の提出枚数を記入してください。 
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情報提供票送付書の見本 

・項目は全て記入してください。 

・記入は、鉛筆以外（ボールペン等で消えないインクのもの）でお願いします。 

・提出枚数には、情報提供票・質問票の提出枚数を記入してください。 

・医療機関名等はゴム印使用可能です。 
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④ 

① 

③ 

② 

情報提供票の見本 

○記入項目についての留意事項 
 

・ 情報提供票の赤枠線内はすべ 

て記入をお願いします。 

検査結果は、特定健診の検査項目

と同じ項目になります。 

 

・ 記入は、鉛筆以外（ボールペ 

ン等で消えないインクのもの）で

お願いします。 

 

① 令和７年度に行われた直近の

検査結果を記入してください。 

検査が複数日にまたがる場合も、

各検査項目の直近の結果を記入し

てください。 

 

② 「医師の総合判断日」は、医

師が検査結果をもとに「医師の判

断」を実施した日付を記入してく

ださい。（特定健診の受診日とし

て取り扱う日付となります。） 

 

③ 医師名等ゴム印使用可能で

す。 

 

④ 赤枠線以外の項目は検査結果

がある場合に記入をお願いしま

す。 
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○記入項目についての留意事項 
 

・質問票は受診者が事前に記載し持参

されますが、万が一不備がある場合は

記入いただくようお願いします。 

質問票の見本 
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○記入の不備等への対応について 

 

 

提供された情報提供票等については、国保連合会で被保険者の資格チェックや記載事 

項のチェックを実施しますが、チェックの結果、資格喪失者や記載事項の不備などによ 

り、情報提供料の支払決定ができない場合があります。 

 

電話確認等で対応できる軽微なものについては、国保連合会から電話確認を行う場合 

がありますのでご協力をお願いいたします。 

 

不備の内容によっては、一旦返戻させていただく場合がありますのでご了承くださ 

い。 
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５．よくあるご質問 

 

・医療機関側で対象者の選定が必要なのでしょうか。 

 →情報提供依頼の文書は市町村で選定し発送しているため、情報提供票・質問票の持参

有無でその後の手順を判断していただければと思います。 

 

・欠損項目があったら追加で検査する必要があるのでしょうか。 

 →情報提供の依頼を送付する対象者は、レセプト上で必要な検査項目をすべて実施して

いる方を対象にしているため、追加で検査する必要はありません。 

 

・既往歴に今かかっている病名は記載しなくてよいのでしょうか。 

 →これまでかかったことのある主要な病名を選択ください。 

 

・自覚症状、他覚症状について複数記載しなければならないのでしょうか。 

 →主要なもの１つの記載でも問題ありません。 

 

 

 

 


